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平成２７年度事業計画書 
 

 

Ⅰ 基本方針 

  今日の私立学校を取り巻く環境は、少子化の進行による児童・生徒・学生のいわゆる

就学人口の減少に加え、社会経済情勢の変化、さらには学校施設の耐震化の取組など一

段と厳しさを増しています。 

また、教育基本法第６条に定めるとおり、私立学校は公立学校とともに公の性質を有

するものとして公教育を担っているところであり、教育の質の充実・向上はもとより、

幼児教育から高等教育・職業教育までの県民の教育機関の確保・充実が強く求められて

います。 

こうした中、平成２６年４月より「公益財団法人山口県私学教育振興財団」となり、

私立学校教育を支援する総合的な振興機関として、経営基盤の強化に努めながら、山口

県及び私学関係団体等の協力のもと、新たに加わる「認定こども園」を含む私立学校の

教職員等の待遇改善のための退職金資金給付事業、学校施設の整備、経営基盤の安定化

に必要な資金の貸付事業、県内私学教育の拠点としての山口県私学会館の管理運営、私

学振興対策事業など、定款の目的に沿った各種事業を積極的に行ってまいります。 

 

 

Ⅱ 事業内容の概要 

 １ 退職金資金給付事業 

私立学校教育の充実に不可欠で優秀な教職員を確保するためには、教職員の待遇改

善や安心して教育活動ができる環境の整備が必要であることから、学校法人等負担金、

山口県補助金及び積立資産運用益を原資として、退職金の支給に必要な資金を学校法

人等に給付します。 

退職金資金の給付を継続するに当たり、現負担金が適正であるかどうかについて検

討するため財政再計算を行います。 

 

（１）退職金資金の給付見込額 

    ７００，０００千円 

 

 （２）資金の管理及び運用 

    退職事業積立資産については、企業年金制度（指定金銭信託契約：みずほ信託銀

行９割、企業年金保険契約：明治安田生命保険１割）、資金運用信託（みずほ信託

銀行）及び国債等で運用。 

 

 （３）県補助金及び負担金（負担率） 

   ① 県補助金 

     県補助金の交付率は36/1000、補助金額は２０９，２９０千円を予定。 
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   ② 負担率 

      高等学校・中学校 129/1000 

           幼稚園       86/1000 

  

２ 貸付事業 

私立学校の経営の安定及び財務運営の適正化を図るために必要な資金の貸付を行い

ます。 

 

（１）制度融資・災害貸付 

   県借入金による私立中学校・高等学校及び学校法人立幼稚園の施設整備や経

営のための制度融資並びに災害復旧に要する経費に対する貸付。 

 

（２）一般貸付 

   私立中学校・高等学校の運営経費等に対する当財団の資金による貸付。 

   ・本年度貸付資金額  ２０，０００千円 

   ・貸付時期 ６月、１０月、３月 

   ・貸付機関 ３年（内据置１年） 

   ・貸付利率 年４．０％ 

 

３ 山口県私学会館管理運営事業 

  県内私学教育の充実のための事業活動の拠点として有効に活用できるように山口県

私学会館の適切な管理運営に努めます。 

 

 ４ 私学振興対策事業 

   私学振興のための要望・陳情活動及び私学会館入居団体の事務費権限等のための団

体事務の共同化に取り組みます。 

 

 ５ 財団の運営 

   理事会   ３回 

   評議員会  １回 

   監査    １回 

   審査委員会 貸付事業への申込みに応じて開催 


